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はじめに 

平成１８年４月に施行した障害者自立支援法では、支給決定手続きの透明性・公平性を図

る観点から、市町村がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障

害福祉サービスの必要性を明らかにするために障がいのある方の心身の状態を総合的に表す

「障害程度区分」が設けられました。 

しかし、施行後の状況は、特に知的障がい者や精神障がい者について、コンピュータによ

る一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で引き上げられてい

る割合が高く、その特性を反映できていないのではないか、等の課題が指摘されていました。 

そのため、平成２４年６月に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」（以下、「障害者総合支援法」）において、 

・名称を「障害支援区分」に改め 

・定義を「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支

援の度合を総合的に示すもの」とするとともに 

・「障害支援区分」の認定が、知的障がい者や精神障がい者の特性に応じて適切に行われるよ

う必要な措置を講じた上で、平成２６年４月から施行されました。 

 この資料は、「障害支援区分の基本的考え方」と、「障害支援区分認定における医師意見

書の役割」を概観するものです。 
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Ⅰ 障害支援区分に関する基本的考え方 

１．「障害支援区分」とは 

 障害支援区分とは、「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされ

る標準的な支援の度合を総合的に示すもの」であり、市町村がサービスの種類や量などを決

定するための判断材料の一つとなるものです。 

 障害支援区分は、二つのプロセスを経て判定されます。 

 

 

○【一次判定（コンピュータ判定）】 

認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえ、区分省令の内容が組み込まれた一次

判定用ソフト（障害支援区分判定ソフト 2014）を活用した一次判定処理を行います。 

・認定調査項目（８０項目） 

移動や動作等に関連する項目 「寝返り」「起き上がり」「座位保持」等 

身の回りの世話や日常生活等に

関連する項目 
「食事」「口腔清潔」「入浴」等 

意思疎通等に関連する項目 「視力」「聴力」「コミュニケーション」等 

行動障害に関連する項目 「被害的・拒否的」「作話」「感情が不安定」等 

特別な医療に関連する項目 「点滴の管理」「中心静脈栄養」「透析」等 

 

※ 一次判定（コンピュータ判定）で活用する医師意見書の一部項目（２４ 項目） 

・麻痺（左右：上肢、左右：下肢、その他） 

・関節の拘縮（左右：肩･肘･股･膝関節、その他） 

・精神症状･能力障害二軸評価（精神症状評価･能力障害評価） 

・生活障害評価（食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬管理、対人関係、社会的適応を

妨げる行動） 

・てんかん 

 

 

○【二次判定（市町村審査会）】 

一次判定の結果を原案として、「特記事項」及び「医師意見書（一次判定で評価した項目

を除く）」の内容を総合的に勘案した審査判定を行います。 
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○本県における障害支援区分の認定状況 

（令和６年４月～令和７年３月） 

・認定状況 

  身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病 合 計 

非該当 
0 件 0 件 3 件 0 件 3 件 

0% 0% 0.018% 0% 0.018% 

区分 １ 
30 件 63 件 107 件 2 件 202 件 

0.177% 0.373% 0.633% 0.012% 1.195% 

区分 ２ 
253 件 746 件 1,963 件 15 件 2,977 件 

1.496% 4.412% 11.609% 0.089% 17.606% 

区分 ３ 
747 件 1,136 件 1,618 件 28 件 3,529 件 

4.418% 6.718% 9.569% 0.166% 20.871% 

区分 ４ 
753 件 1,318 件 844 件 24 件 2,939 件 

4.453% 7.795% 4.991% 0.142% 17.381% 

区分 ５ 
741 件 1,300 件 247 件 33 件 2,321 件 

4.382% 7.688% 1.461% 0.195% 13.726% 

区分 ６ 
2,187 件 2,494 件 189 件 68 件 4,938 件 

12.934% 14.750% 1.118% 0.402% 29.203% 

合 計 
4,711 件 7,057 件 4,971 件 170 件 16,909 件 

27.861% 41.735% 29.399% 1.005%   

 

 

 

・二次判定変更率 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病 合 計 

94 件 139 件 86 件 12 件 331 件 

2.0% 2.0% 1.7% 7.1% 2.0% 
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（出典）厚生労働省ＨＰより 
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（出典）厚生労働省ＨＰより 
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・令和６年度県内市町村別 二次判定変更率 

市
町
村

二次判定
変更率

市
町
村

二次判定
変更率

市
町
村

二次判定
変更率

市
町
村

二次判定
変更率

市
町
村

二次判定
変更率

市
町
村

二次判定
変更率

1 28.6% 11 5.8% 21 2.8% 31 1.4% 41 0.0% 51 0.0%

2 19.4% 12 5.8% 22 2.6% 32 1.2% 42 0.0% 52 0.0%

3 11.1% 13 5.0% 23 2.2% 33 1.2% 43 0.0% 53 0.0%

4 10.4% 14 4.8% 24 2.0% 34 1.2% 44 0.0% 54 0.0%

5 9.8% 15 4.7% 25 2.0% 35 1.1% 45 0.0% 55 0.0%

6 9.6% 16 3.6% 26 2.0% 36 0.9% 46 0.0% 56 0.0%

7 7.9% 17 3.4% 27 1.8% 37 0.8% 47 0.0% 57 0.0%

8 7.5% 18 3.4% 28 1.6% 38 0.7% 48 0.0% 58 0.0%

9 6.5% 19 3.2% 29 1.6% 39 0.6% 49 0.0% 59 0.0%

10 6.0% 20 2.9% 30 1.4% 40 0.0% 50 0.0% 60 0.0%
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・令和６年度県内市町村別 二次判定変更率（内訳） 

（上位５市町村）

身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病等

A 28.6% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0%

B 19.4% 18.4% 17.4% 17.6% 50.0%

C 11.1% 0.0% 19.0% 12.5% 0.0%

D 10.4% 16.7% 5.0% 12.5% 0.0%

E 9.8% 9.8% 13.1% 6.7% 0.0%

（中位５市町村）

身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病等

F 1.6% 1.4% 1.6% 0.7% 8.3%

G 1.6% 3.4% 0.0% 3.1% 0.0%

H 1.4% 2.9% 0.0% 1.0% 7.1%

I 1.4% 1.6% 0.0% 3.4% 0.0%

J 1.2% 2.2% 1.5% 0.0% 0.0%

（下位５市町村）

身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病等

K 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

L 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

O 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

内訳

内訳

内訳
市町村

二次判定
変更率

市町村
二次判定
変更率

市町村
二次判定
変更率
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・審査請求状況（令和７年１０月現在） 

 

１．処分種別

障害支援区分
に関する処分

支給決定に
係る処分

利用者負担
に係る処分

令和４年度 4件 2件 1件 1件

令和５年度 2件 2件 0件 0件

令和６年度 5件 3件 0件 2件

令和７年度
（１０月現在）

2件 2件 0件 0件

２．裁決結果別

棄却 認容
その他

（却下・取下等）

令和４年度 2件 0件 0件 2件

令和５年度 1件 1件 0件 0件

令和６年度 4件 3件 0件 1件

令和７年度
（１０月現在）

3件 1件 0件 2件

※年度をまたいで審理手続中の案件や裁決まで至った案件があるため、各項目の

　合計値が一致しない場合があります。

年度 合計

内訳

年度 合計

内訳
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２．障害支援区分の認定と障害福祉サービスの支給について 

 【介護給付、訓練等給付及び地域相談支援給付の基本的な性格】 

○介護給付は、障がいに起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援であり、居宅介

護や施設における生活介護などが該当します。 

○訓練等給付は、障がいのある方が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的

支援であり、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などが該当します。 

   ○地域相談支援給付は、地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援であり、入所・

入院中の障がいのある方が退所・退院するための支援や地域で居宅において単身等で生

活する者への常時の連絡体制の確保や緊急時の支援などが該当します。 

 

【介護給付及び訓練等給付と障害支援区分】 

○市町村は、介護給付及び訓練等給付（共同生活援助に係るものに限る。）の申請（同行援

護に係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」及び共同生活援助に係る支給申請

のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴わない場合を除く。以下「障害支援区分の

認定を要する支給申請」という。）があった場合、障害支援区分の認定を行います。 

○障害支援区分とは、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準

的な支援の度合を総合的に示す指標であり、市町村がサービスの種類や量を決定する際

に勘案する事項の一つです。 

○障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障がいのある方に対する介護給付及び訓練

等給付の支給決定は、障害支援区分の他、サービスの利用意向、家族等の介護者の状況、

社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービス等利用計画案を加味して、

サービスの種類や量について、個別に行われます。 

 

障害者総合支援法に規定された介護給付等の概要 

サービス名 サービス内容 

居宅介護 

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

を行う。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困

難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅における入浴、

排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談

及び助言その他生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合

的に行う。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、

当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その

他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。 
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行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介

護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた

めに必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他

の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。 

療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日

常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するもの

につき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介

護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。 

生活介護 

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設に

おいて、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供

その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主と

して昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家

事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的

活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必

要な援助を行う。 

短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児

童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間

の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排

せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

重度障害者等

包括支援 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるも

ののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障

害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援

及び共同生活援助を包括的に提供する。 

施設入所支援 

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行

う。 

共同生活援助 
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、

入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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出典：厚生労働省ＨＰより 
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Ⅲ 難病患者等に対する障害支援区分の認定について 

１． 障害者総合支援法における「難病の定義」 

○ 平成２４年６月に成立した障害者総合支援法では、制度の谷間のない支援を提供する

観点から、障がい者の定義に「難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の

疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である

者）」が追加されました。 

【障害者総合支援法（平成２５年４月施行）】 

（定義） 

第４条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障

害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18 歳以上である者及び精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平

成16 年法律第167 号）第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉

法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち18 歳以上である

者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める

ものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18 歳以上で

あるものをいう。 

○ これにより、難病患者等であって「障害者総合支援法における障害者の定義」に該当

する場合は、 

・ 障害者手帳を取得できない場合等であっても、障害者総合支援法に定める障害福祉サ

ービス等の利用が可能になるとともに 

・ 利用できるサービスの種類も、難病患者等居宅生活支援事業の３サービス（ホームヘ

ルプサービス、短期入所、日常生活用具給付）に限らず、全ての障害福祉サービス等に

拡がりました。 

○ さらに、それまでは、難病患者等居宅生活支援事業を実施する一部の市町村において

のみ提供されていたホームヘルプサービス等が、全ての市町村において提供可能とな

りました。 

 

２． 具体的な「難病」の範囲 

○ 平成２６年５月の「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一

部を改正する法律」の成立に伴う指定難病及び小児慢性特定疾病の対象疾病の検討を

踏まえつつ、福祉的見地から障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲を検討する

ため、同年８月、新たに「障害者総合支援法対象疾病検討会（以下「対象疾病検討会」

という。）」が設置されました。 

○ その後、同年１０月の第２回対象疾病検討会において取りまとめられた「障害者総合

支援法の対象疾病の要件案」及び「障害者総合支援法の対象となる疾病案（平成２７

年１月施行分）」を基に、関係政令等についてパブリックコメントが実施され、平成

２７年１月以降の対象疾病として１５１疾病が定められました。 

○ さらに、平成２７年７月から、対象疾病が１５１疾病から３３２疾病へ大幅に拡大さ

れ、平成２９年以降、徐々に対象疾病が拡大され、令和７年４月からは３７６に拡大
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されています。 

（１）障害者総合支援法の対象疾病の要件 

○ 指定難病の基準を踏まえつつ、福祉的見地により、障害者総合支援法の対象となる

難病等の要件を定めました。（ただし、他の施策体系が樹立している疾病を除く。） 

 



- 21 - 

 

（２）障害者総合支援法の対象となる疾病（令和７年４月施行分） 
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